
公正研究責任者
（研究担当副学長）

部局責任者

部局における研究倫理の
向上及び不正行為の防止
等に関する責任者
（規程第５条）

研究倫理の向上及び不正行
為の防止等に関し、本学全
体を統括する権限と責任を
有する者
（規程第４条）

研究倫理教育責任者

部局における研究倫理教
育について実質的な責任
と権限を持つ者
（規程第６条） （部局責任者が指名した者）

福島大学における公正な研究のための体制図
（別紙１）

（各教員・該当事務職員・学生）

リサーチメンター
（学系長又は

学系長が指定した者）

若手研究者が自立した研
究活動を遂行できるよう適
切な支援・助言を行う者
（規程第７条）
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能
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長

事
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長
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プ
ロ
ジ
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の
長
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